
訪問看護（医療）診療費明細書等の変更に伴う対応について 
平成 30 年 4 ⽉の診療報酬改定に伴う明細書記載要領等の変更に伴い、弊社システムでは以下の対応を⾏っております。 

【Ⅰ.訪問看護診療費明細書の変更点】         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な変更点 内容 
（1）心身の状態 

 
・該当する疾病等のコード記載 
 

（2）情報提供先 
 

・情報提供先の項目追加 
 （学校、医療機関が追加） 
 

（3）特記事項 
  

・退院支援指導加算 
 （死亡日または再入院日の記載） 
・看護、介護職員連携強化加算 
 （同⾏訪問日の記載） 
 

（1） 

（2） （3） 
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（1） 心身の状態                                                     
 

異動情報画⾯の「心身の状態/主傷病等」より「該当する疾病等」の有無の登録を⾏います。 
 

[メニュー] 利⽤者情報（医）->異動情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ, 異動情報を押下します。 

ⅱ, 心身の状態/主傷病等のタブを選択します。 

ⅲ, 該当する疾病等のタブを選択します。 

ⅳ, 疾病等の有無（別表）を選択します。 

ⅴ, 該当する疾病等を選択します。 
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（2） 情報提供先                                                     
 

異動情報画⾯の「情報提供」より提供先の「市町村/学校/医療機関等」の名称の登録を⾏います。 
 
  [メニュー] 利⽤者情報（医）->異動情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ⅰ,情報提供のタブを選択します。 

ⅱ, 提供先の情報を入⼒します。 
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（3） 特記事項                                                     
 

⽉間スケジュールで登録した実績情報より、「退院支援指導加算/看護・介護職員連携強化加算」の摘要欄が設定されます。 
 

 
 
 
 
 
 

  [メニュー] 運⽤業務->ケアマネジメントメニュー->療養費請求 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ, 実績の情報が反映されます。 

※退院支援指導加算の算定の際、 
「基本算定なし（死亡、もしくは再入院）」
の場合のみ 
自動で日付が反映されます。 
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【参考】 

異動情報で、「心身の状態」と「情報提供先」を入⼒しておくと、療養費請求画⾯に反映されます。 

ⅰ, 主たる傷病名等のタブを選択します。 

ⅱ, 異動情報で入⼒した情報が反映されています。 

ⅲ, 主治医関連/情報提供先のタブ
を選択します。 

ⅳ, 異動情報で入⼒した情報が反映されています。 
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【Ⅱ.訪問看護報告書等の変更点】                                          

訪問看護報告書、精神科訪問看護報告書が以下の通り変更になっております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供欄追加 

精神科訪問看護報告書 訪問看護報告書 
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【補⾜資料】訪問看護（医療）の実績管理画⾯「算定なし」の取り扱いについて 
 

従来の画⾯では、１日に訪問看護（医療）を複数回ご利⽤した場合、⽉間スケジュール画⾯で取り込みを⾏うと２回目以降の実績が“算定なし”として 

取り込まれておりました。バージョンアップ後は、２回目の訪問も“基本サービス”として取り込まれます。それに伴い、１回目の訪問に寄せて算定され 

ていた加算情報が、２回目の訪問実績に関連付いて設定されます。なお、画⾯表⽰も加算の有無がわかりやすいように変更を⾏っております。 

 

<訪問看護︓⽉間スケジュール画⾯>  

  

 

 

2 回目以降の訪問実績に加算項目が算定されます。なお、2 回目以
降の訪問実績に算定結果があるものは、「無（⻘）」で算定結果が
ないものには「無（赤）」が表⽰されます。 

 

 

 

2 回目以降の訪問実績にも
“基本サービス”が表⽰され
ます。 
 


